[bookmark: _Hlk73628764]訪問回数の多い生活援助ケアプラン点検事業の取扱いについて
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令和３年４月作成

１　例外給付の取扱いについて
[bookmark: _Hlk69732046]訪問介護サービスのうち、生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の活用の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出が義務付けられ、そのケアプランについて、市町村は地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされている。
そこで、本取扱いでは、訪問回数の多い生活援助ケアプラン点検事業の取扱いについて記載するものとする。

２　届出の対象となる訪問介護及び回数
（１）届出の対象となる訪問介護
　・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護の注３に規定する生活援助
	別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
１　訪問介護費
　イ　身体介護が中心である場合
　　（１）～（４）　　［略］
　ロ　生活援助が中心である場合
　　（１）～（２）　　［略］
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 ９８単位
注１ ［略］
２ ［略］
３ ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第２項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。



（２）届出の対象となる回数（１月あたり次の回数以上となる場合）
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	27回
	34回
	43回
	38回
	31回





（３）例外給付の対象としての利用までの流れ

手順１：利用者の状態の確認およびアセスメントの実施
ケアマネジャー等は利用者の状態像の確認及びアセスメントの実施により、当該利用者本人や主介護者の心身の状態像が（２）の届出対象となる場合は、予め利用者及びその家族に例外給付に係る申請の了承を得た上で、小松市へ連絡する。なお、届出は、給付を行う概ね1ヶ月前までに行うものとする。

[bookmark: _Hlk69228665]手順２：ケアマネジャー等からの届出書等の提出
　　小松市は、ケアマネジャー等と相談の上、地域ケア個別プラン会議の日程を調整する。ケアマネジャー等は、会議の一週間前を目途に下記の届出書類の提出を行うこととする。その際、利用者や家族の立ち合いは求めないものとする。
	1 
	訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの届出書（様式１）

	2 
	居宅サービス計画書第１表から第３表（写）※

	3 
	サービス利用票及び別票（直近月）

	4 
	支援経過記録（前回の短期目標期間のもの）

	5 
	訪問介護計画書（訪問介護事業所より提供を受けたもの）

	6 
	その他のサービス事業所計画表（例：通所介護計画書等）

	7 
	サービス担当者会議の要点（写）

	8 
	利用者基本情報（フェイスシート）

	9 
	アセスメントシート



手順３：審査→結果の通知
小松市は、提出書類及び協議内容等を踏まえ、その結果をケアマネジャー等へ伝達する。ケアマネジャー等は、必要に応じて、支援経過記録にその結果を記入すること。

手順４：居宅サービス計画書等の提出
ケアマネジャー等は、（３）の結果を踏まえ、サービス担当者会議等を開催し、家族の役割調整等を行った上で、当該サービス内容に変更が生じた場合は、下記書類を市へ提出する。（その際、本人や家族等の役割を具体的に記入すること。）
	1 
	（修正後）居宅サービス計画書第１表から第３表（写）

	2 
	（修正後）サービス利用票及び別票



３．必要性の検証
ケアマネジャー等が少なくとも月１回のモニタリング、必要に応じ随時行うケアプランの評価などにより、必ずその必要性を見直し、その結果を記録する。


・ケアマネジメントの結果、届出対象の対象外の場合は速やかに中止とする。
・再度協議が必要となれば、再度「確認依頼申請」手続きを行う。
事後に行われた小松市の実地指導および監査等によって、見直しが適切に行われていなかったことが判明した場合は、保険給付の返還対象となる。あくまで利用者の自立支援・重度化防止につながるよう、ケアマネジャー等の質の向上を図ることを目的としていることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもとに運用を行うことが必要である。

４　その他
[bookmark: _GoBack]なお、上記の定めのない内容は、小松市が別に定めるものとする。
